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韓国;去においては，不動産の所有者がその

金祥沫
(KI主!Sangsoo) 

を自分でなく能人の名

にしておくことを f名義詩託Jという法律用語で表している。これは，

100年ほと、前に登記制度が導入されたとき，権利能力のない団体が自己の所

有する不動産の登記をするときにその構成員の名前で登記念したことに端宏
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発する υ ところが，他人の名義で、登記をすることは税金の対策などの!説法手

段として幅広く行われていたため，現在では法律によって禁止されている c

さて今 この「名義信託j という概念は，韓国の最高裁である大法l誌によっ

て認められた法怒で、あるが，それは本摘でも取りヒげるように，同じような

問題状況において判決を下した朝鮮高等法院(以下，「がJlt:j抗jとする)の特例

i'取り入れたものである。ただ，朝高院では， i名義信託j という用語は詑

わず， i信託的譲渡Jという用語喜子使っていたむこのような朝高院の判例に

対しては，否定的な見方で接しているのが多くの韓民の学説の立場であっ

?こ。

i{言託的譲渡j論は，そもそも譲渡担保の理論として考え出されたもので

あるが，譲渡担保と類似する他人名義の登記の効力についても，そのような

登記の効力を認める法理として斡高院で使われたものである c しかし，大戦

後の独立によって作られた大法院もそれと類似する判断を示し，同時に「名

という用語を取り入れ，その内容もさらに稽綾化されたわけであ

るへおそらく大法院は，当時すでに法曹界なと、社会で一般に使われていた

という用語をはじめて判例jにおいて使用したと考えられる。

ところで，名義信託を意味する信託的譲渡論は朝高l誌ではじめて使われた

のであるが，具体的に新高院はどのような理論として現在の名義信託の基礎

となった法的判断を下したのか，正しく理解されていない面がある。これま

で韓国では， iiiJJi浅院の'l'I1併については否定的な観点からみられてきたため，

その研究は十分ではなかったc このことは，信託的譲渡論だけでなく広〈朝

高院の判例会体についてもいえることである。

そこで本稿は，朝高院が取り入れた信託的譲渡論の背景は仰であるか，そ

れについては混在まで正しく理解されてきたのか，単純な印象論として朝高

!誌が考え出した解釈論が正しくないと主摂されてきたのではないか，さら

に， ~jJj高院の特例を再評備すべきではないか，などな研究しようとするもの

であるご議論の!I!l'I序は，時期に沿って，朝高院による倍託的譲渡論の登場と

戦前の日本の状況，戦後の大法院の'I'U例および学説という韓国の状況，そし
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朝鮮i均等法院の判例の時iWulli

て戦後の最高裁の立場を検討し結びに代えたいと考える c

日 朝鮮高等法院による信託的譲渡論の登場

1 判例の理論

朝高院が信託譲渡論をはじめて'!'U示したのは，譲渡担保に関する事件にお

いてである。すなわち，朝高説判決大正元年 10月 29日朝高i涜民事判決録 2

巻 43頁では，次のように判i訴された。

f原院ノ、と告人ニ於テ明治四十三年二月八日担保ノ目的テ以テスル売買所

謂信託行為ニ汝リ i原争物件ノ所有権テ訴外高宮夏ニ移転シ被上告人ノ、禁後

高宮ヨリ之テ畏受ケ旦 1::告人ノ、右託行為ト悶11奇ニ為シタ/レ特約ニ

iゑiリ ニ対シテモ係争物ノ、返還テ求ムヘキ権利テ失へノレ事実デ認定

シテアリテ該信託行為当時ニ在リテハ当事者タ/レヒ告人及高宮支ノ、各其母

デ呉ニスト霊長不動産所有権ノ得喪ニ付テハ其原悶事実ノ完成当時ニ於ケ

ノレ目的不動産ノ所荘地法ニ依/レヘキモノニシテ前示信託行為完成当時ニ於

ケノレ不動産ノ所在地法タ/レIEI韓国ノ法律ニ依レハ信託行為ニ盟リ受託者ノ、

信託者以外ノ者ニ対シ信託者ノ求諾デ得スシテ呂的物テ処分セサノレ績務負

担ノ下ニ所有権テ取得シ其後;お銭務ニ違背シ目的物テ第三者ニ譲渡シタノレ

場合ニ於テモ譲受人善意ナノレトキハ完全ニ其所有権テ取得スヘキモノトス

故ニ原抗ニ於テ信託行為ニ基ク所有権ノ移転ノ効力テ認メタノレハ担当ニシ

テ i二告論旨ハ共理由ナシJ2) 

この朝高院の判決の第一審1間決(明治-14(1911J ''1'民話'~105 ~})は，鴫治 44 年

4月5日に京城地方裁判所でなされた。ここで京城地方裁判所は，数純に譲

渡担保(当時は f災対jと呼ばれた)として認められないという事実認定をして裁

判をしただけである。控訴審判決(明治 44年民絞第 116号)(ま，明治刊行列2)年

6月 18日{こ京域諮審法院でなされたが， ここでは担探の臼的としての所有
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?を移転合いわゆる信託行為であるとし，担保の目的としてなされた売買は善

の第三者に対する関{系においては，純然たる売畏であると半U示された

次{こ，権利能力のない血族出体である宗中と関連する意味での信託的譲渡

論が判例に現れたのは，翌年 1913年のことである。すなわち，朝高i淀'!'U決

大正 2{手9月9日朝高段民事判決録 2巻315頁では， f，系孝弘土地はEfIfうゆの共

有であるが，その管理主7自己の講成員たる乙に任せて能宜上乙の所有名義に

した場合について，次のように判断された。

f甲カ乙テ所有名義ト為シタ/レ行為カ詰託行為ニ慕クトキハ信託者ト受託

者トノ内部関係ニ於テハ所有権移転ノ効果デ生セサノレモ第三者ニ対スノレ外

部関係ニ於テハ表面上ノ所有者ノ、真ノ所有者ト看ー撤サノレヘキテ以テをおコ

カ之レト売買テ為シタ/レ i、キハ其売買ノ、有効ナリトス若シ又虚{為ノ意思表

示ニ国ノレトキハ当事者間ニハ所有権移転ノ効力テ生セサノレモ其事4措テ知ラ

サノレ善意ノ第三者カ表面上ノ所有悶者テ以テ真ノ所有者ナリト信シ之ト売畏

契約テ為シタノレトキハ其契約ノ、有効ニシテ第三者ノ、所有権テ取得スヘキモ

ノトス而シテ此法則ハ朝鮮民事令施行前 i、雌斡鮮ニ仔ハレタノレモノナ

リJ!l 

この段訴審判決(大11'. 2"ド民終第 18 号)は，大IE2 勾~ 3月24日に大郎語審

法l誌でなされたへここでは，名義だけど移転したことは適法な所有権移転

ではなしそれぞさらに転売しでもそれだけで所有権を取得することはでき

ないと、問示したものであるが，この朝高i涜の判決はこれを変更したものであ

る。ただし，上記 1守13年の朝高院の判決では，信託行為として構成した場

合，受託者と取引した第三者の善意または悪意'ef母わないとする半日新までは

出されていないc ただ‘単に売買を?すればその売買は有効であるということ

のみが判示されているだけであるωc

この判決をはじめとして， Jj拍子2院は続けて名義信託隈論に該当する法理を

定立していくようになったi)つまず，所有権の信託的譲渡は公序良俗に違反

しないまた，信託的譲渡となる によって達成しようとする目的およ

び売授の形式方法については翁UIi肢がないヲ)。なお，これらは，宗中ないし共
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総長手高等法院の判例の再評鉛i

有形態でない単独所有の;場合の信託約譲j疫に関するものである。

名義援託の効力に関連してその外部関係においては，宗中と関連する事案

であるが，信託的に譲渡された自的物喜子買い受けた は{言託の事実をナ

知っているか否かにかかわらず，完全にその所有権皆殺得する刊しまた，

をした者が受託者以外の者に対して所有権守主張するためには，

託者ーが受託者に移転した所有権を回復した後でなければ主張することができ

ない山。さらに，譲渡担保の場合の{言託理論で、あるが， f言託者が不動産を

信託行為によって譲渡した後，当該信託契約を解除した場合においても，そ

れ以前に受託者から第三者に転々譲渡されその登記が経由した場合には，こ

の第三者{こ対してはその善意または悪意を関わず， j存i訟でもって対抗するこ

とができない印。

地方，内部関{系においては，受託者は権和行為として共有13)物{こ対する

えに応訴することができ，応訴のための必要費用の支出と弁護士報識の支

出に対する設還請求権がある i心。また，受託者が自己の所有名義になって

いることを奇貨としてこれを能人に売り渡すことは横領罪そ構成する

受託老がする占有の性質はその権限の性賓といわゆる密主占有ではなし所

有の意思で新たに占有を開始するために適合する出織の権限がなければ，受

託者の相続人は時効の効果によって，信託物の所有権を取得することができ

ない16)コただし当事者の意思表示によって内外部すべての所有権全移転

することができる

このように，朝高読の特例には，共有であるか単独所有であるかにかかわ

らず‘幅広く名義信託の有効性公認めたこと，外部関採においては受託者が

所有者A であり，内部関捺では当事者閣の特別の意思表示のない限り信託者が

所有者ーである(これ抗議例〉としたことに特徴があるコ

2 理 論 的 背

となる理論は，周知のように， ドイツにおける

161 



保ジ)治(i''l矯j点に関する議論から始まったっドイツにおける譲渡1Fl保論のl区

的系認を?なすのはローマj去における tiducia(i;)託)であるがlB)‘ ドイツの

譲渡11[保理iii命の展開はラント;去のn寺代であった山世紀のパンデクテン

のlifiU!:Jt丹にすでに始まっていた。譲渡担保の基礎担論として定立されたロー

マ法に由来する信託行為理論は，所有権移転の形式に基づき譲渡担保の法的

構成を試みたものであったが，これは現夜に去るま して)r言説的地位を

保っている 1880年代に入って『 とくに Regelsbergerの{言託行為理論の提

唱によってようやく，譲渡担保は慮偽表示でも税法行為でもない資効な法律

として浬論的提出合もつことになり， l!，j~は (liduzi立rSI

sches C;cschaft) として，これを認めるドイツの判例の動向は 190()年代に入つ

ることになった。

1:記のような理論が日本{こ入ってきたのは， 1902年にH¥された1;'長H公のi論

文19)においてドイツの議論が紹介されてからである It司;j訟はト、イツにおけ

る議論を紹介20)した後，次のように述べている刊。一書目に，法律的論思

からいえば受信者と与信者の rl:~j !こは惑かにiWイイ採が移転しまたは1ft!揺が移転

する怠志表示をし，またそのなjよLは瓦し、に合致する c したがって，所有権ま

たは的揺が受信者に移転するといわなければならないc 二番目に， しかしな

がら号所有権または出揺が移転するとした滋合にはその結果として京区権が

あると併さなければならない。このようなl[:(IX慌があるというためには関係

的む出品によるほかないな関係的所有権という観念が認められるかについ

ては，成文;法 1:に関係的l1日立が認められるか百かによるが，上三i去176条ない

し178条のi劾合の物権は契約により移転するがー するまでに

二 t与に対抗しえないことに怠っているから，これは内外において効力企呉に

するものとして関係的所有権の泊例であるということである。

このように悶松の論文で関係的所有権理論が主張さ仏かかる関係的所有

はす:説でも一定の範出で支持が!よがり，判例においても外部的には移転

し，内部的には移転しないという構成を採用するに五った 3 すなわち，譲渡

利保に関する信託行為ェ関係I'i''l所有権現論(ふ江本の iぐ級審判剣で1:1¥され
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税対'1認可'1.去Ib'cの:1'!JWuO)j弓;l'I'IiIII

るようになり， る大議院でも認められることになった山コしかし，

その後に大港i涜はこの立場合若干変更して，当事者の窓思が明確でない場合

には，その意思は内外ともに除夜権全移転するものであると挽定するのが相

当であると判示した 日本の判例がドイツの少数説であった関係的所有

ら通説的見解である絶対的所右権移転説への修正念試みたことを7

るハ

日本のJドIHyU(ふ譲渡担保の法的構成について内外部ともに移転することを

1)支出であるとしたが， そこから導き出される法的効果についてはすでに提示

された外部的にのみ移転するということから導き出される効果に続ーされて

いく。さらに，譲渡担保の法的構成合所有権的構成にすれば，第三取得者は

譲渡担保の存在について悪認であっても目的物の所有権~取得し設定者は

{f rgjえるだけである

以 l二のように， における祭日系的所有権論(信託(í'~j災後論)がまさに

耳命的絞;廷になったと評議百することができる。また， j:Y]高!完はJ.:l

本の大審院とほぼrnJヒ!時期(約 3カ月後)にそのような理論合受け入れる半iJ決

を下したのであるつところで，朝高i誌は前述 Ci}li)したように， 1:1本の大

し外部的所有権は常に移転するが，内部的所有権は

にかかわることをケ明確に判示した。 しかし，当事者の意思にかかわ

るとしても，実宜的には内外の所有権にi豆分することが通関であると認議さ

れたc このような区分の実質的な理由については， めるために

そ重拐して

して査定名

行われた土地査定という制定の特性によ k 外部的関慌で

なし

であろうとし、ぅ

とし，当事者の内f張関係では実費関係を

の権利

る

ることがもっとも適切であると解した

3 宗中所有の不動産の登記方法

ることになっ な涼伝j(ま，宗仁1:1財産の設記方法との
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間話からである。宗t:1~ の登記能力が認められるが]の宗中不動産の登記方法に

つき，がJI奇院は次のように解していた刻。すなわち，合有不動産の登記に

ついては朝鮮の現行法上なんら規定がないから，それぞ直接登記する方法が

ないとしても，信託によって受託者名義でその登記令することを了…つの)ヴ法

にしていることはすでに朝高院も認めていた。したがって， の規約その

組合イ1物の処分に関する慣習(たとえば，公取の 3分の 2以 i二のfI'怒)によって

その権利を第三者または合意:者の一員または全員に信託譲渡して，対外関係

では受託者の単独所有または共有としてその権利の保存または得授について

登記することができるとしていたご要するに，宗Cl"自体の登記は不可能であ

るとしても矯成員の一部による登記念認めたのである。ただい京中が合手ぎ

に属する土地につき便宜上一人または数人にその権利ミヲ信託してその者の

独所有または共有として査定または登記念得れば，通常合有関{系は内部に限

られ，対外関係では受託者の単独所有または共有とする趣旨としてなされた

ものであると判示された

処方‘登記実務においては，朝高i誌によっ の所有形態が共有から合

千1に変吏する能においては，京中期政(まもともと権利の主体でない一族う

の共有沼産であり，民法のいわゆる共有関係とはいささかその性質を異にす

る朝鮮特有の一族問における共有財産としてがi人関係で、はないから，これに

よって権利の主体とすることはIbGJ幸いであると判断されていたまた，

i即時土地謂査局規程 8条では，日日比京rlこ1其[也団体名デ以テ申告シタ/レよそ

ノニ付テハi去人タ/レノ資格デ兵部jスノレヤ杏ヤテ現制へ法人タノレノ資格デ有セ

サ/レモノニ付テハ其ノ性質ニ依リ共有名義トシテ申告セシムヘシifl団体員ニ

於テ稲当名義人テ立テ申告テ為シタノレトキハ之ヲー受理スルコトテ得j と規定

していた乙

ところが， 19301'1三に朝鮮不動産登記令が改正され，同登記令の第 2条の 4

第 1JJlでは， r家中，門中其ノ地法人ニ非サノレ剖又ノ、Jlオ!刃ニシテ朝鮮総督

ノ定ムルモノニ思スノレ不動産ノ登記ニ対テハ其ノ社l'fl又ノ改ま泣!デ以テ

干IJ者又ハ登記義務者ト者救スj とし，第 2項では， r前項ノ資記ハ其ノu間
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i1il鮮高等法淡の'FUf7iJのj与iWil自i

又ハ財団ノ名テ以テ其ノ代表者又ノ、管理人ヨリ之テ申請スヘシj と規定し

て，宗中に登記能力を認めることになった出 G 朝鮮不動夜登記令第 2条の 4

が規定するお:[mまたは常国は 1931年 8丹羽目の!日令第 106号として指定さ

れ，開年 10月 1Bから施行された30)8 これによって，宗1:1:J (または門中)名

{こ保存登記念経由することはできないが，移転登記においてはその査定名

義人として宗!や(または門中)の1i;表者または管理人 し，その者から

中(または門下村名義に登記を申請することができるようになった3じっ

さらに，朝鮮不動産登記令第 2条の 4が改正される前に土地合艇に京中

(またはjやや)の一民営表示し，傍でもって f宗中j または「門中j の越関

が併記されている場合には，所有権保存資記の名義人伝宗中(また{立「料J) の

に変更するためには，当該名義から京中名義に所有権移転資記をなさし

めた32)。土地調資令による査定時に

あるとしても，それは内部の関i系

中財産jであると併記した場合で

したものにすぎず，外部関係では信

託契約によって合有者の個人で査定されたものとみるほかなし、から， i間人名

をしてから所有権移転登記手続によって宗中名義に変更

すべきとする手続を求めたものである

以上のような朝鮮登記令の規定は日本の場合よりも進んだ立法であり，現

在の韓民!の登記鰐度にも引き継がれている。日本の民法{こは勝国の民法とは

異なって，合有・総有という規定はなくそれらは学説上認められる共同所有

形態であるが，日本の'J'lJfJlJと実務は今まで、変わらず，権利能力のない社団

(またはH;j.[tl)の登記能力なし代表者個人名義{代表資擦をケ付するのも許されな

い)や講成員全員の共有の登記だけを認めている 3~)む地方，入会揺は登記能

力がなくても対抗することができるという立場である問。このような判開

と実務の立場は沿革や使立によるものであるが， これに対しては学説上その

ままで良いか潤題があるといわれている
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4 戦前の大審院の対応

第二次大戦以前の大審院H寺代の判Wtlは， ま に閲するものであ

るか行か明らかでないが，所有権者でない者が登記名義人の場合 (Jtli¥] rYi.イプ

ではな L、)には，その登記は無効であり，当 ~買い受けた第三者に対

して所有権者は対抗できるとしたいj慨がある 37) 仮装売貨の場合にも同じ

く無効であると判断した下級審の判的もある38)c このような議論によれば，

本来の所有権者は登記念iロ11支するために現在の登記名義人に対して移転登記

詰求でない抹泊登記請求をすべきということになる。そこで，抹能登記念す

べきとした判例は，早くも明治 39年にL1::¥された

ここでは， r不動産テ寄託ノ目的ト為スコトハ民法ニj除外セラレタル所ナ

キカ故ニ之デ寄託ノ I~I 的 i、為スコトテ得 fiJ シト蹴モ不動政ノ寄託ハ之テヨ i

シテ Fflニ其保管テ託ス jレニ!とマノレモノニシテ19f有名義テ受寄者ニ移転ス可キ

モノニ非ス間シテ者ノ I~I fl(]ハ寄託ニ1'[リテ不動産ノ所有名義デ売買名

ヲー受得者二移スニ於テハJt移転ノ、当事者ノ，むjよ1ニfriUハサノレ虚偽仮装ニ属

スルモノトスTiijシテ;，j;:i'l:ハ街ノ限定シタノレギゾミニ従へハ他人ノ不正行為ニ

対リ!求。:シタルニ基キ被 1:告人力Jt不動注ニ強制執行テ受ク jレコトテ避

クル為メ単ニ誌や不動段ノ所有名義ヲー上告人ニ移転シ又ノ、ミ成立セサノレ債

権二対シ抵当権デ設定シタノレモノニシテ i二台入所論ノ知ク不動産デ引渡シテ

其保管テ j二台人ニ託シタリト云アニ非サ/レカ故ニ当事者向ノ法律関{系ハ寄託

ニ非サ/レテ以テ此点ニ関スノレ上告論旨ハ採用ス/レデ得ス又登記ハ当事者時二

成立シタ/レ法律行為テ公示ス/レ方法ナレハ其法持行為カ相通シテ為シタノレモ

ノニシテ民法第九十四条ニ依リ無効ナノレ以上ハ当事者ノ、之テ主張シテモテ記ノ

抹消デモ詰:求スノレコトテ得可キヤ勿論ナリ j と判示されたc

このような解釈は，その後{こも多くの判例で繰り返された40にとくに，

記lIIj1をの方法としての抹消登記請求の被告はI完了日の登記名義人であり

不動の所有者から管照のために笠記簿上の所有名義の移転全受けた者およ
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びその相続人は日本民法第 U7条のいわゆる第三者に該当しない，すなわち

登記なく対抗できる第三三者であると判示された却。

しかし共有関係については，たとえば数人の共有する共有物に対して協

な通じてその…人の所有名義としたi易合，全員の承諾のある場合でなけれ

ば所有名義の変一史を求めることができないという特約がない以上，各共有者

はその他の共有者の意思の知将にかかわらず現在の名義者に対して…人専有

の名義を了解ii与し， これを共有名義に変更してその 1:1:1(こ自己の共有名義念表示

すべきことを求める権利があるとして，共有者中の一人名義の主主記を認める

あったすなわち，共有の場合には，構成員の一人名義で登記す

る事簡があり， EJ本の判例はそのような登記念認めたといえよう c また，

記!日!復の方法として，移転笠記ミミ子も認めた叫んその{弘共有でないケー

スで抹消設記請求でない移転登記請求そ認めた判í~ìJも例外的に見つけること

ができる

このように第二次大戦以誕の日本の判例の立場{ふ大きく二つに分けられ

る。すなわち，単独JiJf有の場合と共問所有の場合である。前者においては，

多数の'I'IJ例が段偽表示として信託的譲渡は無効であるとし例外的に少数の

特例が伝効であるという立場をとっていたc 後者におし、ては，共有者中の一

人の名義でした登記の効力そ認める立場をとっていたc 共有の場合には，数

人の権持者の 1:1:1の一部の者だけによる登記は一部無効となりそのよう

な登記は権利者の記載をおj落したものとして更正登記が認められるという理

屈である

回戦後の韓国における対志

1 大法疑

さて，大戦後の大法院は軒高院の信託的議譲論を という
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で能Jljしたが，半日割集から見つけられる名義信託という表現を使った最初の

判例は，195i年の下級審のものである州。ここでは， I農地改革法による農

地の分担払下げにおいては，間i去の精神と規定などからみて，他人に名義を

信託してその分担を受けることは許されず，また分配農地の登記名義者が名

による権利者にすぎないとしても，第三者‘の養・悪意にかかわらすよ対

外的にその所有権が受託者たる登記名義人に移転されるのであるから，上記

分担農地の実体的な所有権者は受託者から分配段地を買い受けた第三者に対

抗しえないJ(下線は?氏名ーによる)と判示して名義詰託という用語念館ってい

るc その内容は，以下にみる大法院の判例や朝高践の判錦と類似する c

大法院レベノレで名義信託という用語がはじめて使われたのは， 1ヲ61年の

判例-19)においてである。ここでは，誼接に名義器託という能人名義の

の問題について判断されたのではないが，判決文で名義{言託というffllltfが使

われた。ただし，ここでは単純に事実的な意味から名義信託という用語が使

われたのにすぎず50)，法的な意味において名

判例は 1963年の判例である

の問題を扱った最初の

そして，宗中財産との関連から，はじめて名義信託理論合判示した判例51)

では，次のように判断されたc すなわち，まず原審では「宗中所有財産の名

を受けた者が宗中の決議なく宗中の一員にその娃分権を委任したこと

は，対京中関係においては無効でありーその者によってなされた移転登記は

!反対無効であるj と判断されたのに対し，大法院では fおよそその所有する

不動産を宗会員に信託して登記簿上その宗会員の名義で所有権の登記を続出

したときには，この宗中とその受託者たる京会員との陪には，いわゆる

行為の法理が適用され， したがってこの受託者たる宗会員からその不動産を

譲受した第三者は善意か悪意かにかかわらず，適法に信託者たる宗E十Iの不動

産についてその所有権全取得すると解すべきである 9 なぜなら，信託行為に

おける受託者はその対外的関保では完全に所有権者になるからであるj と判

示された。

さらに，大法院が名義信託理論をより明確に判慨した特例53)では，次の
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ように判示された。すなわち， I原審は適法な証拠によって被告 1の原告に

対する債権 10万ウォンミプ担保するために原告所有の本件不動産上に抵当権

をする目的で，登記に必要な警類宏司法書土{こ与えて登記子統合な

さしめたが， i"司法書士の錯誤で被告 1への所有権移転登記がなされ，後から

!京告が被告 2から金員全常用するに際して原告と被告らの合意で被告 l名義

から被告 2名義へ誼接所有権移転登記が経由されたことをァ適法に確定したこ

とが明らかで、ある。たとえ， もともと被告 l名義でなされた所有権移転登記

が登記の原弱のない無効の登記であるとしても，の所有者たる原告が後

から被告 1名義の登記を有効なものとして認め，関係する当若手者間で適法な

取引を成立させて真正の権利者の現在の権朝関{系に付合する登記念経由した

ときには，かかる一連の登記念無効とするのではなし現在の真正の権利者

の権利に討合する登記は有効な登記と解すべきことはもちろんであり， もと

もと登記の原調のない登記も…謹の名義信託の主主記と解されるから，そ

記の無効ないし抹諮を主張しえないと解するのが妥当である j と判断され

?こ。

以上のように名義信託という用語喜子{吏っているが，先にみた軒高院の判開

を受け継いで名義信託の効力を揺広〈認めたものと評締できる。また，その

ような大法i誌の判{7JJは，名義信託の対象たる不動産の所有が共有なのか否か

はとくに区別せずその効力ぞ認めたものであるが，共有か否かに関する点は

後}iliすることにする。

結毘，大法i涜{立 lヲ60年代の初めに名義信託理論合定立し54)， その法理

(所有権をと内部;約なものと外部約なものに分け，名義信託された不動産喜子譲受した第三者

は名義信託につき善意か怒怒かにかかわらず，その所f主権ぞ取得するという法JlJDは，

不動産実名髄{こ関する特別法(i不動産災tili手当者名義の登記{こ隠する法律J) によっ

て禁止されるまで，そのまま認められてきたわけである。
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以上のような判併の立場に対し，学説はおよそ以下に述べるように批判的

であるコそのような批判は，大法rdtの母体であるl;山市院の特併が認である

と指備するのが一般である c

学説において，名義信託に関する最初の本協!ねな論文は，手11潤臨教授に

よって発表された針。これによれば，大戦後絞い期間の米軍政を経た後に

大韓民国の政府樹立によって発足した大法i誌の判例は‘根本的に朝高i誌の特

例にそのまま従っていると言及する c また，朝高!淀の判併では，ある目的の

ために突安的な所有者でない者A に不動産の公諮 1:の所有名義な移転または設

するものであれば，その司{自の立[l持にかかわらず，また表面上の所有者

(，乏託行)の権利・義務の有無およびI今谷にかかわらず， それらを子すべて

行為の一種として{弓託理論な適用したものと解されると説明している

糾 I~司法の判例の

をf京r!'の

となった宗中財産については，

る方法がなかったので，宗中財産を

財産につきそれ

る方j去は実

ロ1'1せに宗t:1:1という1)1体それ自体に!訴する増産であるが，形式上(法律上)は

これを了宗11:1員という自然人に揺するものとして登記するほかなかった。すな

わち，京中間競合一極の{吏法として宗孫または宗'f'とiの単独所有や京中

人の名義で登記をしたc そのようにして現れたのが名義信託理論である j と

いうミ5i)があるうぷc

そして，京仁村ニ登記能力合認めなかったのは誤った'1'1]1析であったという批

判が提起される。すなわち， もともと名義信託の概念は植民地支配の初期に

京中の法的性質を正しく拒接せず，その登記能力公認めなカミったため。やむ

を得ずわが|認の人々が宗1:1:1所む[の土地をその宗民の名義で登記してこれをァ保

有:しようとしたことが広範出に行われたことに起潟するといわれる 59)乙

他方，高説が{言託的譲渡論~採択した思i誌につし、ては， その当時は1::1本

でドイツの信託理論がJ与入されたばかりの時間jであり， における相対的
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所有権 (einrclati、'csEigentum) を主張する学説が招介されたことにあると説

明される紛らまた， !w]高院が信託理論会話択した理由については， I宗"1:1財

政/_e名義信託という特到な信託の法理によって宗中員の名義での

し対内的には宗"11が所有者であるとしても対外的には所有者として登記さ

れた宗 r!:1員の所有として，その所有名義者から宗I!ln~ 注'è耳':H与し

カワ~):立かにかかわらず所有権全i臼f与すると解したことは， 日本(こ大Iして

的に祇抗することができるわが閣の氏族共肉体の出産的基轄を破壊しようと

したことにその設的があったと考えられるj という主張もある

その他，名義信託理論合結受した大法院の立場に対する批判もあるコすな

わち，名義首長EはL接待表示として無効であると解すべきであり，たとえその

まま認めるとしてもその要件守政格に要求し各箆の脱法的な手段として利

用されることを了前く"-l'分な対菜を立てるべきであり今名

ものであるからこの制度を判悶しようとする諮立の者には多少の不{更をァ被る

ことがあるとしても， とうていその有効性合認めることはできず，できるだ

くこのような制度は無効{とされるべきであるという批判であるほ)。ま

た，大法院の名義信託は表見所有権という表見法理として構成されるべきで

あり今登記名義受託者たる宗誌は処分権がなく，

託者から移転登記を得ても保護されないと解すべきであるという主張もあ

る州っその{也実際に‘ほとんどの判慨が名義信託r~係念認定するにおい

てなんら実質的なi海保なしに， もっぱら摺式的に名義だけをケ信託したi易合を

び出して，それに限定して名義語託理論を適隠したのかは，非常に

疑問であるという見解もある64)0 

IV 戦後の自本における対応

告人名義の登記の効力につき，議終審が大容i泣から最高裁に変わった後の

EI本の判例の立場は，共同所有形態でない場合につき，以ドのようにE霊能表
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示による無効になるということで統一される。

虚偽の所有権移転登記が経由された事案で，

?こc

{ま次のように判示し

flpから不動産を畏受けた乙が，丙にその所有権を移転する誌がないに

拘らず，斥lから丙名義に所有権移転登記念受けることを承認したときは，

民法第 94条第 2項会類推し，乙は丙が所有権ぞ取得しなかったことをケ以

て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである…ー乙が買受けた不

動産につき単に名義と所有権現得の登記を受けたにすぎない丙が，

名義ミァ他に移転してしまった後においては，乙は右不動産が自己の所有で

あるというだけの理由で丙に対し所有権移転登記を求めることは罰こされな

しづ651(ただし少数}~!~Jõo~がある c)

汀本の民法第 94条第 2項の額推適f討を認めて，所有権を取得しえず，

悲の第三者に対抗することができないという判断である。このような法理

は，代理人を通じて土地を畏い受けて，当該代理人なして移転登記詰求訴訟

を子提起させ，そのうえで登記の移転を得させた場合にも向じである 66)。ま

た，このような二つの判例が提示したj去問を所有権移転登記でない保存登記

にも数{汗する'I'Uf7Uがある

とくに， この保存登記事件の判慨においては，先のニつの最高裁判剤で

やに{虚偽仮装の所有権移転去を記j という表現七して，あたかも登記自体が

厳格行為であるような感じをもたせたため表現としては不正確であった

が州，この点に留意して判決文の中に「実質的にj という表現を追加し

て，かかる誤解が生じないように表示された。

このような最高裁の判断によって，他人の承諾合得てその者の登記名義を7

i話用した者は， 日本民法第 9.Jc条第 2項の類挽適用によって登記の無効そ

の第三者に対抗することができないという法浬が'!'日例 l'確立された。ま

た，当該地人名義の{反装登記は移転登記か保存登記かを!日}わないこととなっ

た州。さらに，このような判例の解釈に賛成する見解は， /'l~偽表示でない

対拭の法理も可能であるが，対抗の法壊は自由競争の範i境内の問題であるか
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ら，第三者の善;苔:か悪意:かは関わないこととなるが，対抗の法患は現在では

善意取引保護のために借用するというよりはむしろ議用される感じがあるの

で， 'I~U íJUが対抗の法理を採択せず髭偽表示{こ詑ったことに賛成したいと述べ

ているiO)c 

V 終わりに

1 議論の整理

日本の場合には，およそ最高裁が設場する前には韓関と似ている状況で

あったが， その後に単独所有の場合の登記名義{こ関する信託的譲渡(名義信

ijf:lケースにおいて握偽表示として無効になったという点に差異がある。大

審院の判例が有する先剖性はそれなりに重要な味合もって絞り，最高裁が

と異なる見解を示すときにはそのような超留の判開変更をするが，

託的譲渡(名義信託)(こ関するケースでは大審i涜の判i析は明示的には変更さ

れていないc しかし，大正 6年 1月 18日の大審i淀判的(前ii:45) と異なる

旨の最高裁の判iJUが出ており，実際の取引でもそのような信託的譲渡のため

の登記移転はほとんど行われていないといえよう c したがって，当該大審i誌

の'FlJiJUは先刻として機能する場面をもたなくなった状況であると整理でき

る。

{政方， による とし

められるという点では，韓国と日本の間に大きな差異えはない。韓国の場合，

明議に共有者一人の名義でLした登記念更正登記申請によって全構成員の

に変更できるかに認する明確な判例は見あたらない。しかし，それぞ認めた

ような論濯をみせる先例は多数仔夜する c すなわち，国家から農地の分重己主子

まで共問名義で交fせされたが，

でした場合‘単独名義を共有名義にする を 認 め た 例 錯 誤 で 共
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向者ら の持分と呉なる持分比率で所有権移転登記がなぢれた場合の←史

11:校記念認めた倒共有から合有への を認めた倒i3)がそれであ

る

2 結び{こ代えて

以 i二でみてきたように，朝高院は登記名義だけを譲渡する信託的譲渡を 11話

iよく認めていたc このことは第二次大戦以前の百本の多数の判例や第二次大

戦後の最高裁のギIJ倒の立場とは珪呉があるご朝高践のときに信託的譲渡とい

う法環論が出されたきっかけは，[)f日本の所有権と関連する問題が発端であ

るc まずは， ifu]tl三iにおいて， 1910 年にいきなり近代的な登記制度がはじめ

て導入されたときを基準に考えてみよう。ち['!II!jの日本民法には共有だけが規

定されており，介有や総有という規定はなかったc 最初に戟i持続が宗q:lの所

有限態公共有であると解釈したことはもちろん現千五の読点からみれば問題で

あるともいえるが， '1~ 11寺の状況ではやむを了持ない選択であったと解される。

また， Ir(f2主11なに京r!1合汚11寺の日本の民法で立する村長干iJ能力のあるi去人とし

てE認めることも凶器fであったっこのことは，現u:でも斡隠において要{'j二を満

たさない宗小は;去人にはなれないことと i可能である r 韓国の学説でも，

それ自体を泣接に権利能力が認められる法人とすべきとの主張は見あたらな

。、
ILU 

共有の笠記については先にみたように，その構成員の会人の

効ではなく克IE登記で修正できるから，結局，朝高院が宗中Jj:j'i17f.に Iすする宗

r[:1 f認の一人による登記に対して信託的譲渡として現j論構成会したことはそれ

なりに品湾iあるといえよう c そのような政治危自体も当11寺{こさfいては長之先立;品の

あったο そのような登記念fllij別的なケースによって有効・無効に区分

することは，登記制度が始められたときにはとりにくい対処であったと考え

られる乞登記ilJlH交の定者，査定の効力の維持さらには宗'1:1の所有権認定のた

めのやむを得ない選択であったと理解するのが穏当な見庁であろう c
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がj翼手 í~:~ ~~~1:と It'éの判例 (/)flLWfllli

ところで， は宗iドのm有形態.;f1930ドになって共有から 1--i!J之
、}ょとん

L，続けて宗[:1:1の登記能力 <e

をァ有ーする。登記能力が認められた後であれば，

ることができたにもかかわらずー構成長一人の

めたことはZ主要な意味

の場合に毘i体名

合したことになる

ので¥虚偽表示として無効になるという解釈論が導けるからである。もしも

資記が不可能であるためやむなく構成員の…人の名義で登記をしたとすれ

ば，t伝:偽表示の;去.flJ!は適用しにくいことになる

の時期は， El本の多数の大審院判例におけると

を無効とすることができたであろう。

したがって， 1930 年以持

すると， 1ヲ30勾ミの

無効で、あるとし，

で朝高|誌は改めて

~ J. a: J，、二 によって

としての

を全部

主Y~問 l訴す

べきであったのであるが，そのようなことが果たして可能であったのか考え

てみれば，前述したように査定を通じた設記の有効性の確保という次元から

はとりにくい選択であったと考えられるコさらに，宗中以外の場合にも

的譲渡が幅広く許谷されていたことも看過できないc

の汚?有形態、を近代的登記iljIj~史

につなげる過程で選択されたやむを得ない対応ではなかったのかと考えられ

るc 信託的資記に表象された所石?記念関係的所有権として現怒して

カぞ与えたことからもそれを窺わせる。いいかえれば，近代的な主主記制度を

げられない剖難な問題であったことに重要な理出が内包さ

れていたのではないかと考える ο

その後，終!誌の大法!況は iヲ60年代になって， f三託(l'g¥こ譲渡されfニ

義を斡誌が判断したのと悶じ;去論理で手f効なものであると解釈したっ

の学でも指擁しているように， [;設表示で対越することも可能であった

い線住i民法が日本の民法とはなって不動産物語:変動におし、て

なく形式主義I;f採mした点からも，そのほうがより妥当な解釈であったとい

えよう加。ところが，時はすでに 50年ほど登記制度が施行された状況で

あった。{言託的に譲渡された登記の効力企全部無効にすることが果たして大
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法院として可能な判断であったか疑わしい。大法院としては，いわば自己な

りに実務の題全な感覚をもとに判断したであろうと考えられるのであるc

50 {101mにわたって信託的譲渡(名義信託)は社会に根深く浸透しており，

良い立味でも惑い意味でも多くの悶民がそれをナ利用していたし，今も利用し

ているであろう i6)。また，信託的譲渡という法律構成をしていることから

これと類似する譲渡担保自体も広く利沼されているし，これに対しては担保

全民的としているということな理出にしているせいか，信託的譲渡(名義信

託)でのような批特はほとんどないっ譲渡担保と類似する構造をもっ信託的

譲渡(名義信託) ，こ対する批判も相対的に弱くなりやすい点であるともいえ

よう c

とはいえ，霞託的譲渡(名義信託)自体は麗偽表示であり，禁止するのが

妥当であるご前述したような時代的な理由主了勘案すれば，信託的譲渡(名義

信託)を し権利関係の実体{こ合う をi隠すことは，解釈論でなく境在

の f不動産実権利者名義の登記に関する法律jのような制定法を通じた解決

によるほかない問題ではなかったかと考える。 1990年代でもなく 1960年代

ですら宗中の登記能力が認められたのであるから，信託的譲渡(名義信託)

を了間続{こ禁止する制定法 ることが不可能であったとはいえないであ

ろう缶詰の判部や大法読の判断に対して批判するのなら，そのような立

法の不備こそ先に批判すべきではなかったかと考えるのである c

{追記] 本私jを尽くきっかけとなったのは，汚水浴先生のお計らいによち， 2010 

年 1;=Jに!おかれた潟LL!大学法科大学院のスタッフセミナで報告する機会主了得た

ことである c そのときは号機恕をまとめ将司}ミの研究課題~{是治するようなもの

であったが，その後，住友l!j.[況による 2009年度 fアジア諸国における日本関連

研究効成J{e得て本俗的な研究(こ取りま11むこととなり，完成にこぎ若げること

ができたc 研究のきっかけ合与えてドさった青木清先生.外lli]人のためのほぼ

11住ーの研究助成として多大なJ足立与を了していただいた住友財部， さらに研究の途

'1'にいろいろと日本の状況についてご教示をいただくことができた

加藤新太郎先生，学青院大学の路孝)l(;!t(ニ，記して謝意~表する次第である c
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ミ与-
，~こ

税金下高等法統の特例の11お1'11日i

1) 郭;悶[1¥1:，名義信託。1]社常利iYtl理詰]u9-1研究， ソウノレ大法学 15之さ 2号(遜巻 32.0-)

(1974) 131ミ以下c 妥は沫，名義信託外l雪10]ぺ内部的所有権9-1X~I沫，夜祭裁判の

諸問題 5主主(198守)50 l'室。

2) この '1，切との裁判官{ふお笠:r~笥司王，浅見倫太郎ー牧 1115災教1，石JlliL .'j[お波大flllで
ーレ -， 
Lり心っ

め この控訴審のj主将j乏は， 111 []良品である。 111[二jは 1902il:7J'JIこ日本て"1'1]事:こ任命

されて大波i玄室主将Jifr(こ治:1殺 し 大i波地方裁判所の判事な絞て大阪然訴lifeの判事に

なった後，総主下統政I1すの判事{こ転勤し，京以主主訴E完全経た後，五〈城1立主益法i況に説会i滋

していfニc

-1) この'1可決の裁判官{ふ初代総務高等法院長たる波滋殺のほか，駿お[次長[1，浅見紛

太郎，石JlliE，fei冬?さである。ちなみに， '1可決文では， rrtuld!リハ ':~l鮮民事令施行前

ト緩和j鮮ニ行ノ、レタ Jレモノナリ j という部分がある。判淡文だけではその様拠が約

詰~1て、はないが，主ゴそらく，治家等の売買では奴握手の名義または仮?:， íごする場合

が多かったこと， (銭Jiili の冷合であるが)他人の所有物を売j;J:や災注目にする上窓会:こ't~

受人や災当燦者が穏なであれば伝効である j としたがj鮮総?李総の依潟潟主主報告ざ

(1912 :i!o) (それぞれらi1'1， 73 rI)ではま311寺の11'1況が調査・足立されそれがすで:ニ

公刊されていたので初日前均等法院がそれを参考としたのではないかと考える

5) 設判長;ふ浅間資介であり， 1899 ip'司法rÎ~riî式 tilì として任命された後，求者lí区裁判

所などの地!J1主判所の判事ぞ絞て汐08iF 2 n (こ終r:i11政府lこ'0:1fJされてから，火liiH妥

君子法統の判事となっていた。

ら) ただし， Lぷ偽表示になるとして‘さ与えまの第三者今が所有滋ミヲIi.zl与するという論潔も

従示しているつなお， この判例:こtrt絡に従っている判例として火iE5 i[二 11FJ 2-1 EI 

民事 i可決銭 3巻 85台交がある 3

ア) 名義信託;ニヰ'!tこる信託約談;授に測するが;鮮高等法院の判例を了後括的:ニ縫潔した絞

[:i1]の文銀、として，妥iI百掲(注 1)62頁以下がある 3

8) 大JE6 il: 3 )'J 31 El 氏l:J科'1]淡認 4巻 251l'三土地調査の伎役-.1:今日詩人のltij:h所iヲの

ut!!.そ信託したことを有効であると判示したものである

9) ブミiE6 il' i尽H1民事判決銭 6 巻 118 廷では，およそ，記簿 1:.( こ ~t符若手一人の

所有名義として登録されている事実によって，共有者会nとその所有名義人との間

で信託関係が存在することぞ認めることができるのは，その登録が主H'l1't:会nO)合

JなによるJ窓会:こi浪られ i引こ共芋f'Kiーの一人の所有名義として長いIIiJ公簿{こ綬録され

ていることだけでは，その信託関係がfH正することが後定されるのではないと判示

されたコ

10) 大立 6今:11月 13E1 民事事lJ決主主 4巻 9561'1， 

11) 大正 j{ド6fJ l1日民UI'l可決録5巻 5071f[。



12) lIiHU 2 {f~ "1 Jj 25 13氏本判決録 14巻 111}'f。その他，名義受託手手からお該土地を

転得した第三者は信託者{こ対して信託の外部関係に基づく所お擦のl氏名?を主張する

)とができる(昭和 13年 12f'1 13 fこ|民事'j'IJi'Jと録 25巻 592頁)，

13) もともと粉尚院は宗 9' の所有形態{こっき共有であると奇~{釈していたが， )主主'ifis'I'iJ

ジミ(昭和 2 今~ 9月 23[ニi氏本判決録 14告さ 3211引において，打よそ朝鮮における門

小またはその一派が初鮮の墓地または祭位土合共河所有する滋子干においてはいわゆ

る合省の法律関係であら，共有ーの法律関係{ま存(Eしないものであるとして特例を変

更したむ

14) 大IE6:fjo 12尽1113民事判決録 4告さ 1073交?

15) 大正 11"l 3 Jj 16 日刑事判決録 9 告さ 42 頁z その{也この't'iJ fil~ に f主うものとして，

大政 12年 2Jj li日刑事判決録 10巻 1見Jlil者I.f 1j'-7月間 iニi刑事判決録 16主主 31

支がある c

16) 昭和 5年 2月 21FI 民事判決録 17巻 55真。

17) 火正 7 均三 4 月 23E1 氏苓qiJ ì:J~録 5 巻 311 支c

18) 以ド{ふ隠i臼ZZiミ，担保法体系の新たな波間 譲渡担保守中心として(1996，

主1ft江主j-j)J)25頁以下， とくに 47頁以下を参照したこ

19) 1対Jf'.Li参太郎，信託行為ノ効力ニ閲スノレ学説デ批評ス舎内外論議 l去さ-1-~~~ 95 N以

ブド， ::>号 129ヨ以下， らり会13l}0f以下c

20) お、よそ，信託行為 (liduziarsischcぉ(;cschMt) という名科、は Regelsbergclーによる

ぷ (1治H公，言なお U!:19) 4 ~子 98W ， I長Jf，系的JYiH l1iぶ況は Jougc カ;jゴ iJ1~し， 1902 f手になっ

て Jager(KonkLlJ附rdnung1902 !i 43 :¥nm.17fg)が'J.i'l'tfl")所有権と形式的所有機

会民翌日 L，筋交おに対しては受“おが所千i:X'であり.治事者治lにおいては与信者が

所有者であり‘ したがって:zれ J?の絞必のぬ{:rには 1]信者が波茂?誌をちーする(例

{公、 n言拘(iJ19) 5 ~} 146 fil とおllljJずる

21) 1<吋!立し fiiHも)(it 19) 6 ~} 138l'I以子

22) )ぐ1'1)1ザ1if145iド7円前 Hfi_;録 18紛ら911'L

23) 大'I'IJ大正 131f二12)J 24 1二i災後 3者会 555l~L 

24) ここでいう信託とは， 英米法1.:の í8 r. t とは自1) の怒 I~主主了手ぎする。

25) 妥， ]Iij掲(注 1)64氏以下

26) 昭和 3{f71J2i1'l民事'1可決録 15巻 218f'L 

2i) III'HII.f "r 2 FJ 19日災事判決録 16之さ 21YL 

28) 以下については，早川保次，剥鮮不動産設記の i{flt:~ (1921，大成r:1l!Jiリ校) 139 l'r 
以下を参!ll在したc

29) ，:i)j鮮不動政資記~t施行者lH!iJ詰H2 条の 2 ではおよそ.4句会手不動l立法交記??:1J2 条の 4

:ニ定められたt1:lll または1l;J- IJI と(ふ開条 1 りでは ~j;rt-!また(まI"J'1'， 2 'Jーではう~~数以i

休または布教J:JH!lJ?l115条第 lffiの規定によって111J続!!IJを:'IUIJする宗教だli以内{卒、 3
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朝鮮正~~;法統の 'I"J{'ÝI]の:再評価

'7}-f'立大豆:6~ド籾務総i子府令第 2H子によって設立された争11社，を了定めていたな

30) 潟E8清潔，車fj 務不重iJ íl主主主;込書jJ:，)t_\j_実例 (1939，紛~flgl:;!;:出絞) 56 J![以下参照c そ

のtl:BJ:iまたは対関の表示方法および代表者または?を緩人たること公証明するさ}i爵に

ついては， 次によるべiきヲこととなつていfたこ (19幻31i年手 9)汚~ 3刈oE日iヨI~名号 t地迩ガ;法去 i伐涜 i炎三宛て;法去

務1均;己弓uf長毛j遜遜!絞筏)λO、1迂1工、 宗cj十久t一
若渓H池叡001郊苦郊;0氏5宗i矢ミ吋4中J :000氏F丹う2宗主矢iJ まfたこ:はまある君郡ljある付ある耳思1ある若漆?りt地盗フ天ミ:主ド史-公教

rOOOi詩派!反長00拘翁7教j1}rJの例によること， ミ乙代炎者または:rrr恕人すこることをどJ正明す

るさ泊iとして， まず宗ιlJ，門仁IJにおいては選定その他授擦のあることの書記，次に

宗教関付ょにおいては紛争下総統の誌約一i!?，を添付することで‘ある c

31) 司法協会決議昭和 6"r 12 PJ .2 EI。その他，者;iEHi奇I弘前潟(注 30)59 ]ミ以下参

I!H ~ 

32) iiJtth (司法協会) 12巻 5号決議。

33) 可協(汽}法協会) 12 of:さ 10~ry.決議。

34) 幾代通(総本11!1ー在niHl，不動P主主を記法 (2寝泊!日(19守4，千I斐~m 67資以下{ふ

守主ぶれま交記念 ðl脅すべきとする見解があるとし，去年者会{立民事訴訟法 i二の ~I'法人間í*

のさi卒者能力が認められ， そのような点、で代炎者たる主主総{ffせした俗人名義の登記

は認めるべきであると主張している

35) 大後i淀'1'1日jと明治 36"l~ 6 Fl 19 EI氏jj9総 759siiなどC

36) 幾代， j邸主)(it 34) 511=I。

37) 大容lifr判決明治.;l{ド 10月27日大議院氏本判決録 14総 1052支(およそ去を記簿上

の不!fVJ践の所有名義者であるが，その潜が本米所有権全もっていない者であるか

ら， そのう訴から当該不要}j緩 ~ï~い受げでも rg月子機移転の効栄が'1:じないとする '!'IJI析

である)，

38) 火|波紋;~F院判決別治 42 1Tq n 27 I二i法律宗寺1m575号121主(およそ佼装長官民によっ

て所有fffi移'I在、のffjiii3{eしながら， l'uEの所有各のおオとによっていつでも所有権IrIf復

のための移転設記念するものと品目当したにもかかわらず，三i談室主"己がその情{fIdl Q 

第三者{こ転々議;夜ちれたJJá ft!こもかかる ifr手HIlHi多t松波記はíft~効であるとする判!Øiで

ある)。なお， f反をミデ己l:'lによる主主認がなされた幼子?‘ そのず己y~!主主!~効であるとした判

例として.dil九段i訴淡判決大京 1iF 8 n 13 [1 f市立判的条 ll!lさ 1161主がめる c

3ヲ) 大浴続判決明治、 39"ro 12 fJ 24 I二i大議決災nI、i可決録 12総 li08

';0) そのような'1'1]例として.次のようなものがある。箆城控訴段判決明治 H 5!o 12月

14 日放3!f1'1J例祭 4 巻 571'[，大詰~Iijc判 í:Jと IY]ì合 44"ド 41] 11 El火議佼民事、i可決録 17総

205 I[， 火後続'I'IJ淡i郎会 -12"ド.2n 27日民会議行総 1i1頁，大後続'i'lJ決明治 43{F 5 

Jl 24 IJ 災録泌総 422 1'[，大'd~lijiιi可決明治 45 {!~ 6 Fl 24 Iこi氏銭 18総 636 ー大容i淀

~!'IJ ジと火jE 8 {l~ 5 1'1 28 U D芝生え 25総 936

41) }三議院判決大正 6iド3Iヲ29f=l Eí;; 1jq可決~.j( 23総 580ff。
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-12) )三後続判決大lH王手 IIf=J 4 日氏 ~jT~t可決録 21 総 1818 Jまc

-Ll) )三洛続判決ilな治 3i年.jIヨ29El 氏本判決!Î~11() 紛 4 巻 583 rL その{乱大議院特;た

IVJi合38年 61=J16 日氏~~\ 11総 9i5資(およそ敗目立の隠[立手段として災際の所有杓 i:

移転することなく表i訴だけ不要Ij践の所海名手査を{成人{こ移してIf記をしたものがその

1"1彼のために自己の所有名義への変更~務オとすることは， zf記簿 i二所有総移íl訟の~

己を求めるものであるから，不動産主主記法第 1条の)iJr有権移転の立当日(こ含まれると

1等!ifrしたものである)コ

4-1) 大笈蔀i続涜1判可f決;たと明;治台 3苅8i:年1ド主 6f月=J2お3E日l民言奈Eと汁、1判i

45) 三右寺ミ右寺ら手=冷カが、汚所r'有釘すす町る土t地臨3を己小{作7宇2の宅管2湾理iのためにf信三託3を己しfたこ潟ぞ合T:にニも f移多転E受ま言詑己諮求3全f認め

た判例として，大多段'1可決大正 61'1三i月 18E:I民事、i可決録 23絡 16i1'fがある

-16) 幾代，前掲 (i:i:3-1) 4801之

m 大樹淀判決大1E-1 >1三 2 月ヲ1:'1民銀 21 絡 93]支コ幾f~ ， Jiりお(注 3-1)191 rr.L')、下。さ

ら{こ， 日本の|日不動絞殺記法第 60 条第 1 五~îlElm参j照(ただし ， 200i i!oの続不動段i

ff記ìt~では登記議翌日約殺を提供することとなち. if，f記，1!i，illIJ制度は廃止された)，

-18) ソウ/レi;玉i去、問iiと1守5i_ l:L 28， 4290 li!ミゲ i53，i5-1っ

持) 大法!災半iJiた1961.1L23守的今 430

50) また，大法院判決 1962.L 11， -1294 '11す5-18では， f ["1 重!ρ4':~運行する者が関係

JllJから免許を了受けた者{こ;i'，迄信託をして免許ミケ受げた者の名義で営-芸きするいわゆる

干!tE交の湯fをにおし、て，免許をf受けた授は自動If主合遂行する者とのi今広告関係はともか

くとして，外n-r;関係においては自己の常業名渓ミ己表示したのであるから.従業員~

記 íìせ・位行ずる主主紛がありーヰヰ条0)点{壬~免れな L 、 j として，遂行免許の名義信託

(ニ到するものでイ~1VJJfr，:のあ義信託:こ問ずるものではないが，名義援託という m誌が

社会的;こ多く{交われていたことを了綴わせる

51) 大法段、i可決 lりら3.I. 25，ω'(-約ごここでは，本件宇Hnふ もともと原告ーの先代

の戸斤'Yぎであったが， けが人の名義で名義民託会して内r1i ffí~移転資記をしたところ，

その受託者たる 114'人と 7パ、があって原告はさill年五〈域地方法!淀;こその日本人{t>初予

ガとして土地所有権移転て5:.iêT'続の履行三!?求訴鈴~H乙起し以後勝訴の判決がなさ

れこの判決以 lヲ41"1ミ6)J8!1(こli(jf定したc ところが‘その判決による移転資記手続

:こ入る;訟に終戦となったため，本{今林野:主婦11~ l!t夜1['{1授を~げることとなり. 1京伎

は訴裕子主主および官官級;訴約による帰属解徐fim訟の手続をとらなかったため，結局完

全{こ帰属 IIま滋となち……特別の ~jI備のない i渡り，原告は適法:こ本件林野の 3 分の 2

~Jy!.tE まで、，Iît'l・ 1台関していることが認められ，これは対照射 i!~処J!{\法 1:の縁故ffg

が認められる*rJlであるj と判ぶされたこ

52) 大法佐!可決 l守63.守.19，ωじ13880

53) )(;:1ミlife'I'IJiた1964.12.2ヲ， 64ヒlUi6っ

5.!) その{也， {rr俊銭，名義信託ーユモヨ:;:]寺1i'l]oHさ・一千三一分?!汚点。nLlI守13i.;lプトJf
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級品宇治j等法読の半ljiyUのflJiil'悩

う~{J .2..l二一， ii_l人トノ11そ}-"1寸そス11 (うま):会キ101入1il-~qλ}~Hj- 71\'1 (1995) 159真参

照。なお.法律f!l諸たる f名義信託j という?雪渓が務国の代表的な国語活字五社の一つ

である， 01~1 子会総，隠35大絞~[民労走者主主〕の初版(1961) (こはなく， 3版 (1994)

になってはじめて絞せられた。

55) 銘，前掲(注1)13頁以千二

56) 主主， iI立お (ii1) 6HL 

57) 姿例日，名義信託， i;:_lマ!宇j--"1主]ユヱ21-11 rg-; It!lEi ¥'!λi己ill30デぱフlHfb袋三J(1993) 

336 

58) 余.泌掲 (i:i:54) 159資でも， 了竺i特別鮮不動滋まま記令にはすて中 I~I本の名義で主主記

することができるという規定がなかったためであるつそのため，やむを得ず祭や所

有の土泌を子家中長一人の単独名義または数人の共同名義で策定~得て設記するほか

なかったのでゐち‘これがいわゆる名義信託の発2おとなったJと言及している c

59) 梁彩j来，名義信託011rH 規律再考ー不動1霊祭名i法人1マ5日斗言子宮191反省一，

民法研究 6巻 (2001，博英:(1:)17519:， 

60) 金， liiJ.Jlil (i主 54)64 :fJφ その{弘主活， lIな潟 (i主59)175 :fio 

61) 金詐i容，名義信託， 1~1 人1- 1誌をト λ11 11 ' 1L<t (1995) 270:fi。また， この主授は「上i

本では， 1'，義信託'J:' L設偽表示であるから 1n~効であるとしていることに照らせば，な

おイ-iilfi{!l与さになる。名義信;1(総皮はその Etl:)jミがわが箆!の共肉体綴織の磁壊にあち，

名義信託を;'Jiliじて京中内郊の紛寺r<と促したものと終調5されるj と11(t加えている

62) 事li，j剤治(注 1)13fi以下

63) í\'~務総，災法総H日(子~AJぐむ (1999，法文討:)-!2119:以下。

64) 妥，自白掲(i主計 73支c その他，民法学訟のほとんどは名義信託は然効であると

終している c

65) 最長苦渋ts二小法廷判決1m者]29 iド8JCJ 20日民集8ミf8-;子15出 fL変成する評釈と

して，柏木繁・氏隊法綴誌 32巻 1王子(1955)30 Yi以下などがある c

66) fäÎ\~î1&第二二小法径:間決 1111和 37 "1'-9 FJ 14日災ミ除去さ 9Jf-} 1935 N (f丙む代短人と

して， f13のj¥:;il::から不動f廷を1""1い受けた乙が，内にその所有権を移転する意思がな

いにも:J1uらず，たまたま右の子三段契約こj;;[ci:.名義が丙となっていた関係上，河ミと

してIjl(こ対する所お??立移転登記子絞Ni'l3jとの訴を?提起させ‘ その!務訴の縫安定判決{こ基

づいて'Pよち丙{こ所有権移転主主認さと受けさせた場合{こは，民法第%条第 2項の法怒

{ニlliざし乙は丙が所有tl去をと取得しなかったことをもって妻子三きの第三者に対抗しえな

い。β。授!求ずる ~1'絞として今舟総務ー・民隊法誌を誌 48 巻 6ryト (1963) 933]主tI、下

などがある

67) 1員二小判B?:ifL141年3fj 18 EI民auo巻 3J;ラ451叉(米受記のm物の所有答申

会，乙にその所幸子援を移転ずるJtf思!、がないのに，乙の承諾を得て， t:lm物について

乙名義の所有権保存登記念経由したときは，民法第例会主第2!Jij'J:'綴後i盗用して， Efl 
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:之、乙がお建物のf'if有権を了取得しなかったことをもって，ミ喜怒:の第三者{こ対抗する

ことができないものと解すべきであるつ J)c，i引たとして，東法子，手形研究 2ii~弓

(1978) 221"1以下，主主水道祐，法??i終報 18~ 5 ~子 (1966) 114災以下，尚i挙準ー，

法学協会雑誌 8-1巻 2号(1967)3281'f以ド，於{保不二t!じよそ尚法全m誌 55主会 4号

(1967) III頁以下などがある

(8) 柱il木，前掲 (j主(5)33 1'10 

69) 於保，前潟(j主 (7)11-1真。このような判断に従っている判例として， If1r~)j~必判決

昭和 4547fl 24日特例タイムス 252号 149支は，名義人の;玖諾が不皇きであること

を三はじめて明示して従来の特例法理念一歩発後さゼた。その他{こも，l{~z (i五殺第三小

法廷判決昭和 45:tド 91=122EI災UU4巻 10号 14241支がある c

70) 於{弘前箔 (j主67)117資3

71) 登記先例 3-511(1991.11.25制定)っ

72) 去を記先伊J3-711 (1992.07.06制定)τ

73) 笠記先例 4-21(19ヲ5.11.23総定)c

74) すでに，朝鮮高等法院の判事による論務，高橋滋二二 f家中財政{t'後る法律関係{こ

絞てJr司法協会0ft誌 1守宅全 10・11号(19-10)17 ITで，宗tflの主査記能力が認められた

ことによってーその前に持iJ成主交のー人の名手廷による登記については，当然に登記名

義人の表示の変更it記念認めるべきであると述べられているつなお，高橋滋二につ

いては， mH;"~ I¥;¥fJ員宇治J等法院の裁半IJ'r'i1こっL、て i~吉僑隆二のこと j 図際路事

法務 2011年 1nけ 1361'[参!I.(q

75) また，妥奄fIむもHjtl)73}γ日出向するように i半IJWUJ二名義信託怒総は過去拶li話

i況の'I'IJ例でよくみかけた所有権の信託íl'~，j表淡から tHたものであるが，ただそれが現

(I会の名義信託:こ丞ょ誌をおきすぎたため，結}jJはもっぱら Z名義jだけの信託という

?と設にまで~ったものと考えられる J という問題があるつ

76) て芝記ilJlllJtがある国であれば， f忠人の名古白てイを記念するケースはどこにもあるので

はなかろうか。
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